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平成３０年度 小平市立公民館事業計画の概要（案） 

 

＜目 標＞ 

小平市教育振興基本計画の教育目標である「市民が支える新たな生涯学習を実

現し、次世代に引き継ぎます～貢献 市民が小平を育てる～」を達成するととも

に、「公民館の課題と今後の方向性 －公民館のあり方検討に関する報告書－」

で示した公民館に求められる役割を実現するために、本事業計画では、学習活動

の成果を身近な人や地域へ還元することを目標とし、次の３点を掲げ公民館事業

に反映していく。 

 

１ 個人の教養を高めるとともに、コミュニティづくりを進める公民館の機能

を重視する。 

公民館における学習は、単に個人の資質を高めることにとどめず、コミュ

ニティの資質を高め、個人とコミュニティの資質向上の相互作用によって地

域が発展していくことを目指す。 

 

２ 一般的な知識・教養を地域の課題と関連づけ、実践に結び付けていく。 

取り上げるテーマは身近な地域における共通の課題として共有できるもの

とし、その課題の解決が生活の質を高めるまちづくりにつながり、心の豊か

さを実現できることを目指す。 

 

３ 地域の人材育成、ネットワークづくり、コミュニティづくりの基盤を整備

する。 

地域には様々な技術や能力を持った多様な世代の市民が存在する。こうし

た方々が地域を理解し、地域に関心を持つ場を設け、コミュニティの課題に

取り組む人材の育成を図り、地域自治の担い手を育成することを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

※下線は、前年度の事業計画に追加・修正した箇所 

資料 ６ 
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＜推進事項＞ 

１ シニア向け講座の充実 

地域における高齢者の学習・交流の機会の増加、学習活動の成果の地域還 

元を促進させる。公民館活動を活性化させることを意識し、シニア世代を取り

込むことに努める。                  （目標１・２・３） 

 

２ 家庭教育に関する講座の実施 

各館で、家庭教育や子育て支援に関する講座を開設し、家庭教育の向上を図

るとともに、受講者の仲間づくりを支援する。      （目標１・２・３） 

 

３ 地域を意識した講座の実施 

小平の人やモノなど、あらゆる市の資源を活用し、地域への愛着を持って 

もらうことを講座の中に盛り込む。             （目標１・３） 

 

４ 地域と連携した講座の実施 

地域における様々な課題の解決に向けた講座や地域で活躍する市民や公民

館利用サークルの方々等が講師となり、地域連携やサークル支援を目的とした

講座を実施する。                   （目標１・２・３） 

 

５ 地域と連携したジュニア向け講座の実施 

  地域の多様な主体と連携を図りながら、中央公民館において、ジュニア大学、

ジュニア科学研究室等を、分館ではジュニア講座を実施する。 （目標１・２） 

 

６ 地域と連携した防災や生活安全に関する講座の実施 

関係機関と連携し、地域との関わりを深めながら、より豊かな地域のコミュ

ニティづくりに向けた防災・生活安全講座を実施する。  （目標１・２・３） 

 

７ 東京オリンピック・パラリンピックに向けた事業の実施 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向けた気運醸成のため、外

国文化の理解を促進する講座や語学講座、スポーツレクリエーション体験事業

などを実施する。                   （目標１・２・３） 

 

（８ 公民館事業企画委員会企画講座の実施を削除） 

 

８ 学習活動の成果を活かせる事業の実施及び発表する場の提供 

地域支援講座や市民学習奨励学級など、市民参加型の講座を実施し、さらに

学習した成果を、公民館まつりや地域のイベント等において発表する場づくり

に努める。                      （目標１・２・３） 
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９ 土曜日の子どもの自由で安全な居場所の確保 

各館に自由で安全な子どもの居場所として、土曜子ども広場「友・遊」を実

施し、学校や公民館利用サークルなどと連携し、様々なメニューやレクリエー

ションを提供する。                    （目標１・２） 

 

10 なかまちテラスを活かした事業の実施 

図書館との複合施設であることを活かし、なかまちテラス LiNKS 講座や各種

講座等において連携を図るとともに、新たな利用者層の拡大を意識した取組を

行う。また、地域資源として、周辺地域の活性化に寄与する事業を地域の多様

な主体と連携を図りながら実施する。          （目標１・２・３） 

 

11 市民だれもが参加しやすい事業の実施 

子ども、障がいのある方及び高齢者をはじめ、市民のだれもが参加しやすい

事業の実施に努める。                     （目標１） 

 

12 公民館事業企画委員会の円滑な運営 

公民館を学習施設としてだけでなく、市民との協働の拠点、地域のコミュニ

ティづくりの拠点として機能させるため、市民が事業の企画に参画する「公民

館事業企画委員会」の円滑な運営を行う。        （目標１・２・３） 

 

（13 公民館のあり方の検討から見直しに向けた取組の推進の削除） 

 

13 公民館施設の整備及び維持管理 

施設建物の長期使用、利用者の継続的な安全、安心及び快適利用に寄与する

ため、必要性及び時勢に応じた施設整備を行う。 

 

 

 

 

 


